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２０１８０５２５製局第１号

平成 ３
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２

　

９

　

日

一般社団法人日本ジュエリー協会

　

会長

　

殿

経済産業省製造産業局長

タリバーン関係者等と関連すると疑われる取引の届出等について

　

上記の件について、 警察庁刑事局組織犯罪対策部長から平成３０年５月 ２ ５

日付け警察庁丙組組企発第１１７号、 警察庁警備局長から平成３０年５月 ２５

日付け警察庁丙備企発第１４１号をもって別添のとおり要請がありましたので
お知らせします。

　

警察庁によると、 当該要請の趣旨は、 外務大臣が平成３０年５月 ２ ５日付け
外務省告示第１８８号により、 国家公安委員会委員長が平成３０年５月 ２５日
付け国家公安委員会告示第２０号によりタリバーン関係者等のリストの改正
卵」表） を行ったところ、 犯罪による収益の移転防止に関する法律 （平成１９

年法律第２２号。 以下、 犯罪収益移転防止法） 第８条に基づく疑わしい取引の
届出義務を徹底されたいというものです。

　

Ｉ ＳＩＬ及びその関係者が本件タリバーン関係者等に含まれていることにも
留意し、 引き続きタリバーン関係者等と関連すると疑われる取引について、 犯

罪収益移転防止法に基づく各種義務の履行の徹底を求めるものです。

　

なお、 最近の厳しい国際テロ情勢に鑑み、 タリバーン関係者等との一定の取
引について、 国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国
が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法 （平成２６年法
律第１２４号） 等の規定が遵守されるよう、 貴会会員に対し一層の周知徹底を
お願いいたします。
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（別表）

１． ～２８５・ ［略］

２８６． アル・ハラマイン・イスラム財団

　

御」祢：（ａ）バジール （ｂ）

ブジール）

ＡＬ‐ＨＡＲ軸ＩＡ工Ｎ

　

工ＳＬＡＭ比ＦＯＵＮＤＡＴ工ＯＮ（ａ．ｋ．ａ．：（ａ）Ｖａｚｉｒ

（ｂ）Ｖｅｚｉｒ）

ーＨ称：不明

所在地：際）６４Ｐｏｔｕｒｍａｈａｌａ，Ｔｒａｖｎｉｋ，Ｂｏｓｎｉａａｎｄ

Ｈｅｒｚｅｇｏｖｉｎａ（ｂ）Ｓａｒａｊｅｖｏ，ＢｏｓｎｉａａｎｄＨｅｒｚｅｇｏｖｉｎａ

国連制裁委員会による指定日：２００２年３月１３日 （２０

０３年１２月２６日、 ２００８年９月１６日、 ２０１１年６

月１６ロ及び２０１８年５月９日に改訂）

その他の情報：２００７年１１月現在、 ボスニア・ヘルツェ

ゴビナ当局が刑事上の捜査を行っている 国連安全保障理事

会決議第１８２２号（２００８年） に基づく見直しは２０１

０年６月２２日～こ終「した。 同団体に対するインターポール

（国際刑事警察機構） ・国連安全保障理事会特別手配書のウ

ェブ・リンク：

ｈｔｔｐｓ：／／ｗｗｗ．ｉｎｔｅｒｐｏｌ．ｉｎｔ／ｅｎ／ｎｏｔｉｃｅ／ｓｅａｒｃｈ／ｕｎｅ／５５６６４９５

２８７． ～５３１，

　

［略］

５３２． ルーペン・ペスタノ・ラビリア・ジュニア

　

第一名：（ａ）ルーペ

ン・ラビリア（ｂ）シェイク・オマル（ｃ）ミレ・Ｄ・ラビリア（ｄ）

御」表）

１． ～２８５， ［同左］

２８６． アル・ハラマイン・イスラム財団 （別称：（ａ）バジール （ｂ）

ブジール）

ＡＬ‐ＨＡ則鋤帆酬工ＳＬＡＭＩＣＦＯＵＮＤＡＴ工ＯＮ（ａ，ｋ．ａ．：（ａ）Ｖａｚｉｒ

（ｂ）Ｖｅｚｉｒ）

旧称：不明

住所：際）６４Ｐｏｔｕｒｍａｈａｌａ，Ｔｒａｖｎｉｋ，ＢｏｓｎｉａａｎｄＨｅｒｚｅｇｏｖｉｎａ

（ｂ）Ｓａｒａｊｅｖｏ，Ｂｏｓｎｉａ

　

ａｎｄＨｅｒｚｅｇｏｖｌｎａ

国連制裁委員会による指定１１：２００２年３月１３日（２０

０３年１２月２６日、２００８年９月１６日及び２０１１年

６月１６日に改訂）

その他の情報：２００７年１１月現在、 ボスニア・ヘルツェ

ゴビナ当局が刑事－ヒの捜査を行っている。 職員及び関係者に

はナジーブ・ペン・モハメド・ペン・サーレム・アル・ワー

ズ （３６１． に指定した個人） が含まれる。 安全保障理事会

決議１８２２ （２００８年） に基づく見直しは２０１０年６

月２２日に終ｒした。

２８７． ～５３１．

　

［同左］

５３２． ルーペン・ペスタノ・ラビリア・ジュニア

　

御１名：焔）ルー

ペン・ラビリア（ｂ）シェイク・オマル（ｃ）ミレ・Ｄ・ラビリア



レイムンド・ラビリア（ｅ）ラモ・ラビリア（ｆ）マイク・デ・ラ

ビリア（ｇ）アブドゥツラー・ムッダリス（ｈ）アリ・オマル（ｉ）

オマル・ラビリア（ｊ）オマル・ラベリア（ｋ）ソー（１）エソ（ｍ）ジ

コーンジュン）

ＲＵＢＥＮＰＥＳＴＡＮＯＬＡＶ工ＬＬＡ，ＪＲ（ａ．ｋ．ａ二 （ａ）ＲｅｕｂｅｎＬａｖｉｌｌａ

（ｂ）Ｓｈｅｉｋｏｍａｒ（ｃ）ＭｉｌｅＤＬａｖｉｌｌａ（ｄ）ＲｅｙｍｕｎｄＬａｖｉｌｌａ

（ｅ）Ｒａｍ。Ｌａｖｉｌｌａ（ｆ）ＭｉｋｅｄｅＬａｖｉｌｌａ（ｇ）ＡｂｄｕｌｌａｈＭｕｄｄａｒｉｓ

（ｈ）Ａ１ｉｏｍａｒ（ｉ）ｏｍａｒＬａｖｉｌｌａ（ｊ）ｏｍａｒＬａｂｅｌｌａ（ｋ）Ｓｏ（１）Ｅｓｏ

（ｍ）Ｊｕｎｊｕｎ）

称号：Ｓｈｅｉｋ

　

（シェイク）

役職：不明

生年月日：１９７２年１０月４ＦＩ

出生地：ＳｉｔｉｏＢａｎｇａＭａｉｔｉ，ＢａｒａｎｇａｙＴｒａｎｇｈａｗａｎ，Ｌａｍｂｕｎａｏ，

１ｌｏｉｌｏ，Ｐｈｉｌｉｐｐｉｎｅｓ

国籍：フィリピン

旅券番号：（ａ）フィリピン旅券ＭＭ６１１５２３ （２００４年） （ｂ）

フィリピン旅券 ＥＥ９４７３１７ （２０００－２００１年） （ｃ）フィ

リピン旅券Ｐ４２１９６７ （１９９５－１９９７年）

ＩＤ番号‐：不明

住所；ｌｏｔｈＡｖｅｎｕｅ，ＣａｌｏｏｃａｎＣｉｔｙ，Ｐｈｉｌｉｐｐｉｎｅｓ

国連制裁委員会による指定ＦＩ：２００８年６月４Ｆ１（２００

８年９月１６日、 ２０１１年１２月１３日及び２０１８年５

月９日に改訂）

（ｄ）レイムンド・ラビリア（ｅ）ラモ・ラビリア（ｆ）マイク・デ

・ラビリア（ｇ）アブドゥツラー・ムッダリス（ｈ）アリ・オマル

（ｉ）オマル・ラビリア（ｊ）オマル・ラベリア（ｋ）ソー（１）エソ（ｍ）

ジュンジュン）

Ｒｔ用ＥＮＰＥＳＴ鯖ＪＯＬＡＶ工ＬＬＡ，ＪＲ（ａ．ｋ．ａ．：（ａ）ＲｅｕｂｅｎＬａｖｉｌｌａ

（ｂ）Ｓｈｅｉｋｏｍａｒ（ｃ）ＭｉｌｅＤＬａｖｉｌｌａ（ｄ）ＲｅｙｍｕｎｄＬａｖｉｌｌａ

（ｅ）Ｒａｍ。Ｌａｖｉｌｌａ（ｆ）ＭｉｋｅｄｅＬａｖｉｌｌａ（ｇ）ＡｂｄｕｌｌａｈＭｕｄｄａｒｉｓ

（ｈ）Ａ１ｉｏｍａｒ（ｉ）ｏｍａｒＬａｖｉｌｌａ（ｊ）ｏｍａｒＬａｂｅｌｌａ（ｋ）Ｓｏ（１）Ｅｓｏ

（ｍ）Ｊｕｎｊｕｎ）

称号‐：Ｓｈｅｉｋ （シェイク）

役職：不明

生年月ｒｌ：１９７２年１０月４日

出生地：ＳｉｔｉｏＢａｎｇａＭａｉｔｉ，ＢａｒａｎｇａｙＴｒａｎｇｈａｗａｎ，Ｌａｍｂｕｎａｏ，

工ｌｏｉｌｏ，Ｐｈｉｌｉｐｐｉｎｅｓ

国籍：フィリピン

旅券番号：（ａ）‐７イリピン旅券 綱６１１５２３ （２００４年） （ｂ）

フィリピン旅券ＥＥ９４７３１７ （２０００‐２００１年） （ｃ）フ

ィリピン旅券 Ｐ４２１９６７ （１９９５‐１９９７年）

ＩＤ番号：不明

住所：ｌｏｔｈＡｖｅｎｕｅ，ＣａｌｏｏｃａｎＣｉｔｙ，Ｐｈｉｌｉｐｐｉｎｅｓ

国連制裁委員会による指定日：２００８年６月４日（２００

８年９月１６日及び２０１１年１２月１３日に改訂）

その他の情報：ラジャ・ソレイマン運動 （５３４， に指定し

その他の情報：ラジャ・ソレイマン運動 （５３４． に指定し

た団体） の精神的指導者。 カダフィ・アブバカル・ジャンジ

ャラニ （死亡） と関係がある。 ２０１１年５月時点でフィリ

ピンにおいて拘留されている

　

国連安全保障理事会決議第１

８２２号‐（２００８年） に堪づく見直しは２０１０年５月１

３日に終了した。 同人に対するインターポール （国際刑事警

察機構） ・国連安全保障理事会特別下配書のウェブ・リンク

　

：ｈｔｔｐｓ：／／ｗｗｗ．ｉｎｔｅｒｐｏｌ．ｉｎｔ／ｅｎ／ｎｏｔｉｃｅ／ｓｅａｒｃｈ／ｕｎ八５２２９２１

　

［略］５

　

３

　

３．

５３４． ラジャ・ソレイマン運動

　

鋸ｒＪ称：（ａ）ラジャ・ソレイマン・イ

スラム連動（ｂ）ラジャ・ソレイマン革命連動）

ＲＡＪＡＨＳＯＬＡＩＭ！＼ＮＭＯＶＥＭＥＮＴ（ａ，ｋ．ａ．：（ａ）Ｒａｊａｈｓｏｌａｉｍａｎ

工ｓｌａｍｉｃＭｏｖｅｍｅｎｔ（ｂ）ＲａｊａｈｓｏｌａｉｍａｎＲｅｖｃｌｕｔｉｏｎａｒｙ

Ｍｏｖｅｍｅｎｔ）

旧称：不明

所在地：（ａ）ＢａｒａｎｇａｙＭａｌ‐ｏｎｇ，Ａｎｄａ，ＰａｎｇａｓｉｎａｎＰｒｏｖｉｎｃｅ，

Ｐｈｉｌｉｐｐｉｎｅｓ（ｂ）ＳｉｔｉｃＤｕｅｇ，ＢａｒａｎｇａｙＭａａｓｉｎ，ＳａｎＣ１ｅｍｅｎｔｅ，

ＴａｒｌａｃＰｒｏｖｉｎｃｅ，Ｐｈｉｌｉｐｐｉｎｅｓ（ｃ）Ｎｕｍｂｅｒ５０，Ｐｕｒｄｕｅｓｔｒｅｅｔ，

Ｃｕｂａｏ，Ｑｕｅｚｏｎ

　

Ｃｉｔｙ，Ｐｈｉｌｉｐｐｉｎｅｓ

国連制裁委員会による指定日：２００８年６月４日 （２０１

１年１２月１３］及び２０１８年５月９ＥＩに改訂）

その他の情報：ヒラリオン・デル・ロザリオ・サントス三世

（５２９． に指定した個人） によって例・１され、 率いられる

た団体） の精神的指導者。カダフィ・アブバカル・ジャンジ

ャラニ（４５４． に指定した個人） 及びインターナショナル

・イスラミック・リリーフ・オーガナイゼーション、 フィリ

ヒン・ブランチ‐オフィスイズ （５０８． に指定した団体）

と関係を有している。２０１１年５月時点でフィリピンにお

いて拘留されている。安全－保障理事会決議１８２２（２００

８年） に基づく兄直しは２０１０年５月１３日に終了した。

５３３．

　

［同左］

５３４． ラジャ・ソレイマン運動

　

第Ｊ称；（ａ）ラジャ・ソレイマン

イスラム連動（ｂ）ラジャ・ソレイマン革命連動）

ＲＡＪ！旧ＳＯＬＡ蘭州ＭＯＶＥＭＥＮＴ（ａ．ｋ，ａ，：（ａ）Ｒａｊａｈｓｏｌａｉｍａｎ

ｌｓｌａｍｉｃＭｏｖｅｍｅｎｔ（ｂ）ＲａｊａｈｓｏｌａｉｍａｎＲｅｖｏｌｕｔｉｏｎａｒｙ

Ｍｃｖｅｍｅｎｔ）

旧称：不明

所在地：（ａ）ＢａｒａｎｇａｙＭａｌ－ｏｎｇ，Ａｎｄａ，ＰａｎｇａｓｉｎａｎＰｒｏｖｉｎｃｅ，

ｐｈｉｌｉｐｐｉｎｅｓ（ｂ）ＳｉｔｉｏＤｕｅｇ，ＢａｒａｎｇａｙＭａａｓｉｎ，Ｓａｎ

Ｃ１ｅｍｅｎｔｅ，Ｔａｒｌａｃ

　

Ｐｒｏｖｉｎｃｅ，Ｐｈｉｌｉｐｐｉｎｅｓ（ｃ）Ｎｕｍｂｅｒ５０，

Ｐｕｒｄｕｅ

　

Ｓｔｒｅｅｔ，Ｃｕｂａｃ．Ｑｕｅｚｏｎ

　

Ｃｉｔｙ，Ｐｈｉｌｉｐｐｉｎｅｓ

国連制裁委員会による指定日：２００８年６月４日（２０１

１年１２月１３ｕに改訂）

その他の情報：ヒラリオン・デル・ロザリオ・サントス三世

（５２９， に指定した個人） によって創立され、率いられる



。 アブ・サヤフ （１６７． に指定した団体）、 ジュマ・イス

ラミーヤ （３３２． に指定した団体） 及びカダフィ・アブバ

カル・ジャンジャラニ （死亡） と関係がある。 国連安全保障

理事会決議第１８２２号（２００８年） に基づく見直しは２

０１０年５月１３日に終了した。 同団体に対するインターボ

ール （国際刑事警察機構） ・国連安全保障理事会特別手配非

のウェブ・リンク：

ｈｔｔｐｓ：／／ｗｗｗ．ｉｎｔｅｒｐｏｌ．ｉｎｔ／ｅｎ／ｎｏｔｉｃｅ／ｓｅａｒｃｈ／ｕｎｅ／５２３５５８３

５３５． ～５８４．

　

〔略］

５８５． イブラヒーム・ハッサン・ターリア・アル・アシーリ （別名

：（ａ）イブラヒーム・ハッサン・ターリ・アシーリ （ｂ）イブラ

ヒーム・ハサン・ターリア・アシーリ （ｃ）イブラヒーム・ノ・

ツサン・アル・アシーリ （ｄ）イブラヒーム・ハサン・ターリ

．アシーリ （ｅ）イブラヒーム・ハッサン・ターリ・アシーリ （ｆ）

イブラヒーム・ハサン・ターリア・アシーリ （ｇ）イブラヒー

ム・ハサン・ターリ・アル・アシーリ （ｈ）イブラヒーム・ア

ル．アシーリ （ｉ）イブラヒーム・ハッサン・アル・アシーリ

（ｊ）アブ・サーレフ （ｋ）アボッサラー （１）アブ・サラーフ）

工ＢＲＡ日工Ｍ

　

ＨＡＳＳＡＮ

　

ＴＡＬ工

　

ＡＬ－Ａｓ工Ｒ工

（ｃｒｉｇｉｎａｌｓｃｒｉｐｔリオーｌｃｌ止 キザ’〆’）（ａ．ｋ．ａ．：（ａ）ｌｂｒａｈｉｍ

ＨａｓｓａｎＴａｌｉＡｓｉｒｉ（ゞ ルキご ０ザ１月）（ｂ）工ｂｒａｈｉｍＨａｓａｎ

ＴａｌｅａＡｓｅｅｒｉ（ｏ）工ｂｒａｈｉｍＨａｓｓａｎａｌ‐Ａｓｉｒｉ（ｄ）工ｂｒａｈｉｍＨａｓａｎ

ＴａｌｉＡｓｉｒｉ（ｅ）工ｂｒａｈｉｍＨａｓｓａｎＴａｌｉＡｓｓｉｒｉ（ｆ）工ｂｒａｈｉｍＨａｓａｎ

。 アブ・サヤフ （１６７． に指定した団体）、 ジュマ・イス

ラミーヤ（３３２． に指定した団体）及びカダフィ・アブパ

カル・ジャンジャラニ （４５４． に指定した個人） と関係が

ある。 安全保障理‐事会決議１８２２（２００８年） に基づく

見直しは２０１０年５月１３日に終了した。

５３５． ～５８４．

　

［同左］

５８５． イブラヒーム・ハッサン・ターリア・アル・アシーリ （別名

：（ａ）イブラヒーム・ハツサン・ターリ・アシーリ （ｂ）イブ

ラヒーム・ハサン・ターリア・アシーリ （ｃ）イブラヒーム・

ハッサン・アル・アシーリ （ｄ）イブラヒーム・ハサン・ター

リ．アシーリ （ｅ）イブラヒーム・ハッサン・ターリ・アシー

リ （ｆ）イブラヒーム・ハサン・ターリア・アシーリ （ｇ）イブ

ラヒーム・ハサン・ターリ・アル・アシーリ （ｈ）イブラヒー

ム．アル．アシーリ （ｉ）イブラヒーム・ハッサン・アル・ア

シーリ

　

（ｉ） アブ・サーレフ （ｋ）アボッサラー （１）アブ・

サラーフ）

Ｉ

　

ＢＲ＾ＨＩＭ ＨＡＳＳＡＮ

　　

ＴＡＬ

　

Ｉ

　　

ＡＬ－ＡＳ

　

工

Ｒ１ （ａ．ｋ．ａ．：（ａ）工ｂｒａｈｉｍＨａｓｓａｎＴａｌｉＡｓｉｒｉ（ｂ）ｌｂｒａｈｉｍ

ＨａｓａｎＴａｌｅａＡｓｅｅｒｉ（ｃ）ｌｂｒａｈｉｍＨａｓｓａｎａｌ－Ａｓｉｒｉ（ｄ）ｌｂｒａｈｉｍ

ＨａｓａｎＴａｌｉＡｓｉｒｉ（ｅ）工ｂｒａｈｉｍＨａｓｓａｎＴａｌｉＡｓｓｉｒｉ（ｆ）

Ｔａｌｉ’Ａ’Ａｓｉｒｉ（ｇＨｂｒａｈｉｍＨａｓａｎＴａｌｉａｌ‐’Ａｓｉｒｉ（ｈ）工ｂｒａｈｉｍ

ａｌ－’Ａｓｉｒｉ（ｉ）ｌｂｒａｈｉｍＨａｓｓａｎＡＩＡｓｉｒｉ（ｊ）Ａｂｕｓａｌｅｈ

（ｋ）Ａｂｏｓｓｌａｈ（１）Ａｂｕ－Ｓａｌａａｈ）

称号：不明

役職：不明

生年月日：．（ａ）１９８２年４月１９日、（ｂ）１９８２年４月１

８ロ、（ｃ）１４０２年６月２４日 （ヒジュラ暦）

出生地：Ｒｉｙａｄｈ，ＳａｕｄｉＡｒａｂｉａ

国籍：サウジアラビア

旅券番号：サウジアラビア旅券

　

Ｆ６５４６４５（２００５年４月３

０日発行、 ２０１０年３月７臼失効、 ヒジュラ暦では、 １４

２６年６月２４日発行、 １４３１年３月２１Ｒ失効）

ＩＤ番号：サウジアラビア国民ＩＤ番号

　

１０２８７４５０９７

住所：イエメン

国連制裁委員会による指定日：２０１１年３月２４日 （２０

１４年４月１５日、 ２０１５年６月１５日及び２０１８年５

月９Ｈに改訂）

その他のト青報： 「アラビア半島のアル‐カーイダ」 （ＡＱＡＰ）

（５６２． に指定した団体） の作戦実施及び爆弾製造の－Ｅ婆

担当者。 ２０１１年３月時点でイエメンに潜伏しているとみ

られる。 サウジアラビアで指名手配‘

　

ナーセル・アブドルカ

リーム・アプドゥツラー・アル・ワヒーシー （死亡）、カー

シム．モハメド・マフディ・アル・リーミー （５６９． に指

工ｂｒａｈｉｍＨａｓａｎＴａｌｉ’Ａ’Ａｓｉｒｉ（ｇ）ｌｂｒａｈｉｍＨａｓａｎＴａｌｉ

ａｌ」Ａｓｉｒｉ（ｈ）工ｂｒａｈｉｍａｌ」Ａｓｉｒｉ（ｉ）工ｂｒａｈｉｍＨａｓｓａｎＡＩ

Ａｓｉｒｉ（ｊ）Ａｂｕｓａｌｅｈ（ｋ）Ａｂｏｓｓｌａｈ（１）Ａｂｕ－Ｓａｌａａｈ）

勧；号：不明

役職：不明
生年月Ｅｊ：（ａ）１９８２年４月１９ロ、（ｂ）１９８２年４月１

８日、（ｃ）１４０２年６月２４日 （ヒジュラ暦）

出生‐負担；Ｒｉｙａｄｈ，ｓａｕｄｉＡｒａｂｉａ

国籍：サウジアラビア

旅券番号：サウジアラビア旅券

　

Ｆ６５４６４５（２００５

年４月３０日発行、２０１０年３月７Ｒ失効、ヒジュラ暦で

は、１４２６年６月２４日発行、１４３１年３月２１日失効

　

ＩＤ番号；サウジアラビア国民ＩＤ番号

　

１０２８７４５０９７

住所：イエメン

国連制裁委員会による指定日：２０１１年‐３月２４Ｈ（２０

１４年４月１５ｎ及び２０１５年６月１５Ｈに改訂）

その他の情報：「アラビア半島のアル・カーイダ」 （５６２

． に指定した団体） の作戦実施及び爆弾製造の１三要担当者

２０１１年３月よりイエメンに潜伏していると見られる。サ

ウジアラビアで指名手配。 ナーセル・アプドルカリーム・ア

ブドウツラー・アル・ワヒーシー （５６０． に指定した個人

）、カーシム・モハメド・マフディ・アル・リーミー （５６



　　　

定した個人）、 アンワル・ナーセル・アブドウッラー・アル

　　　

・アウラキ （５７３． に指定した個人） と関係がある。 同人

　　　

に対するインターポール （国際刑事警察機構） ・国連安全保

　　　

障理事会特別手配，辱のウェブ・リンク；

　　　　　　　

ｈｔｔｐｓ：／／ｗｗｗ．ｉｎｔｅｒｐｏｌ．ｉｎｔ／ｅｎ／ｎｏｔｉｃｅ／ｓｅａｒｃｈ／ｕｎ／４４７１８８６

５８６． ～７６３．

　

［略］

９． に指定した個人）、アンワル・ナーセル・アブドゥツラ

ー・ア′し・アウラキ （５７３． に指定した個人） と連携して

いる。

５８６． ～７６３．

　

［同左］



○ 国 家 公 安 委 員 会 告 示 第 二 十 号

　

次 の 公 告 国 際 テ ロ リ ス ト に つ い て 、 公 告 さ れ た 事 項 に 変 更 が あ っ た の で 、 国 際 連 合 安 全 保 障 理 事 会

決 議 第 千 二 百 六 十 七 号 等 を 踏 ま え 我 が 国 が 実 施 す る 国 際 テ ロ リ ス ト の 財 産 の 凍 結 等 に 関 す る 特 別 措 置

法 （ 平 成 二 十 六 年 法 律 第 百 二 十 四 号 ） 第 三 条 第 二 項 の 規 定 に 基 づ き 、 次 の と お り 告 示 す る 。

　

平 成 三 十 年 五 月 二 十 五 日

　　　　　　　　　　　　　　　　

国 家 公 安 委 員 会 委 員 長

　

小 此 木 八 郎

－

　

薄 暮 珊 捧 州 序 叩 疎 叩 ｇ Ｉ Ｎ － （ ・ ） ４ ・ Ｘ Ｗ Ｄ 響 圏 会 ｒ １ ェ 美 嚢 〉 夏 日 の ； ｇ Ｈ Ｏ き ｄ さ 〉 一 日 ｏ

　

ｚ ） ）

　

（ 二

　

勝 圏 獣

　　

糸 聯 冗 糾 捧 僻 さ 討 密 通 ｍ

　

Ｎ 。 ｏ Ｎ 冊 Ｗ 湖 － ｗ ｍ （ Ｎ ｏ ｏ ◎ 冊 － Ｎ 加 Ｎ の ｍ ′

　

Ｎ ｏ ｏ の 僻 め 加 ー ｍ ｍ 泳 隻 ８ 口 常 の 迦

　

　 　 　 　 　 　 　

　　　

Ｓ き 沸 凍 ～ ＃ が 帖 珊 逝

　

き ｏ ー 冊 □ 加 灘 琳 ′

　

条 Ｘ ｕ ・ 〉 ＼ ｒ Ｈ 凡 駕 脹 訓 効 望 蝿 ｈ ｓ 欝 鰯

　　

対 話 ｏ バ ラ が ｏ

　

難 血 浮 雲 囲 凍 戯 行 鉢 一 １ ］ ・ 九 ・ 帝 、 ノ 又

　

汚 ・ 九 ・ 中 ー て ｂ ・ ・ ｑ ー

　　

霊 吟 冊 さ び ｏ

　

州 秒 発 隷 臓 慨 珍 緊 謝 ー 鞄 Ｎ （ Ｎ ｏ ｏ ｍ 帝 ） 丙 繕 Ｊ へ 遍 回 ｒ 弾 き － ｏ 冊 の 加 Ｎ Ｎ ｍ 貫 泰 「 ｒ 討 ｏ

　

（ Ｎ ） 淋 圏 献

　　

納 稼 習 熟 熱 僻 さ 討 冊 加 ｍ

　

Ｎ ｏ ｏ Ｎ 冊 の 加 ー ｍ ｍ （ Ｎ ｏ ｏ の 常 － Ｎ 画 家 ｍ ′

　

Ｎ ｏ ｏ ｍ 冊 ① 加 ー ｍ ｍ ′

　

き ロ 冊 の 迦 ≦

　　

ｍ 浮 雲 Ｎ ｏ － の 黛 切 初 の ｍ 丙 罫 叫 ）

　　

Ｓ 書 隣 淋 代 ＃ が 九 畔 珊 満

　

Ｎ ｏ ｏ － 榊 － － 加 湿 酎 ′

　

鵠 Ｘ ｕ ・ 〉 ＼ て Ｈ 凡 一 服 即 効 望 冊 ｈ ｓ 湛 峨

　

軸 話 ０ バ ラ が ｏ

　

園 懲 琳 ゆ 索 扇 猫 鱗 珍 幣 醗 油 － 鷲 Ｎ 叩 （ Ｎ ｏ ｏ の 常 ） 穴 純 へ 遡 耐 ｒ 鉢 写 ろ 冊 の 加 Ｎ Ｎ ｍ 六

　

泰 「 神 ｏ

　

国 圏 宴 丙 拳 斗 が へ 凄 ー 完 ー ＼ て （ 回 粟 途 端 唖 瀞 燕 兼 ） ・ 図 臓 州 ゆ 発 顧 園 蝿 珍 裁 き 冊 囲

　

噌 Ｓ Ｈ ］ ・ ヒ “ き け ℃ ⑦ ” ＼ ＼ モ モ モ ・ 旨 宿 き ｏ ｒ 旨 く ① コ ＼ ８ げ ー ｏ の 済 の 農 具 ＼ ≦ ① 漆 器 の 巻 ｍ

Ｎ

　

論 犠 糾 鼻 戯 け 命 藤 叩 日 ー ー い ぬ （ ー 之 ・ 九 × ☆ ＼ ・ 罵 ヒ ・ ド ” 金 目 撃 鞘 の 一 室 ｏ ｒ ミ ロ ｒ

ｐ

　

日 ） ）

（ 二

　

際 岡 部

　　

糸 繍 六 副 鉾 欲 さ 討 冊 加 ｍ

　

ｇ ｏ の 榊 の 迦 Ｐ ｍ （ Ｎ ｏ ｏ の 常 の 加 ー ｍ ｍ ※ ８ 口 常 － Ｎ ロ ー の ｍ 穴 罫 当 ）

　　

中 Ｓ 声 嚇 淋 代 ＃ が 九 畔 珊 湿

　

Ｗ 々 ・ て ｑ 徽 樽 （ 目 ー 切 Ｎ ） Ｓ 講 慈 罫 蒜 樋 戯 ｏ

　

尊 葛 ・

　

］ ・ ” む ・ 々 こ ィ ” （ 日 ー の 帥 ） 代 澱 家 申 耐 ｒ べ ぴ ｏ

　

Ｎ ｏ ロ 榊 切 迦 覗 狩 ｄ ヘ ヒ ベ 丙 館

　

ラ ベ 書 曜 欲 さ べ が ｏ

　

粉 持 病 縁 嫡 珊 珍 寿 酸 － の Ｎ Ｎ （ Ｎ ｏ ｏ の 帝 ） 芥 隊 へ 遡 同 ｒ 両 Ｎ ｏ ｇ 冊 柳 加 － ｗ ｍ 丙 泰

　

　 　 　 　

（ Ｎ ） 瀞 油 感

　　

糸 繍 丙 粘 鼻 僻 さ 討 椅 加 ｍ

　

Ｎ ｏ ｏ の 命 の ロ ム ロ （ Ｎ ｏ ｏ の 常 の ロ ー の ロ ノ

　

Ｎ ｏ － － 榊 － Ｎ 湖 － ｗ □ 泳 嘆 き － 閲 榊 鎖 加

　

　

　

　

　

　 　 　 　

　　

Ｓ 育 雛 淋 代 ＃ が 九 帖 珊 忍

　

Ｗ 々 ・ ４ 箇 墜 （ の 回 ー ｍ Ｎ ） Ｓ 維 葱 罫 鈷 継 鮒 ｏ

　

む 葛 へ ・



　

アブバカル・ジャンジャラニ （死亡） と関係がある。２０１１年５月 時点でフィリピンにおいて拘留

　　

されている。 国連安全保障理事会決議第１８２２号 （２００８年） に基づく見直しは２０１０年５月１３日に終

　

了した。 同人に対するイ ンターポール （国際刑事警察機構）・国連安全保障理事会特別手配書の

　　

ウェブ・ リ ンク ：ｈｔｔｐｓ：／／ｗｗｗ．ｉｎｔｅｒｐｏｌ．ｉｎｔ／ｅｎ／ｎｏｔｉｃｅ／ｓｅａｒｃｈ／ｕｎ／１５２２９２１

３

　

名 簿記載 者公 告 番 号ＱＥ－５２ （ラ ジャ ・ ソ レイ マ ン運動（ＲＡＪＡＨ ＳＯＬＡ工ＭＡＮ ＭＯＶＥＭＥＮＴ））

（１） 変更前

　　

名簿に記載された年月日

　

２００８年６月 ４日 （２０１１年１２月１３日に改訂・）

　　

そ の他 参 考 と な る べき 事 項

　

ヒ ラリ オ ン・ デ ル ・ ロ ザリ オ・ サ ン トス 三 世 （Ｑエー１３１） によ っ

　

て 創 立 さ れ、 率 い られ る。 ア ブ・ サ ヤ フ （ＱＥ一 ２）、 ジュ マ ・イ ス ラ ミ ー ヤ （ＱＥ－２７） 及 びカ ダ

　

フィ ・ア ブバカ ル ・ ジャ ンジャラ ニ （Ｑエー９３） と 関係 が ある。 安 全保 障理事 会 決議１８２２（２００８年）

　

に基 づく 見 直 しは２０１０年 ５月１３日 に終了 した。

（２） 変更後

　　

名簿に記載された年月日

　

２００８年６月 ４ 日 （２０１１年１２月１３日及 び２０１８年５月 ９日に改訂）

　　

そ の他 参 考 と なる べき 事 項

　

ヒ ラ リ オ ン・ デ ル ・ ロ ザリ オ・ サ ン トス 三 世 （Ｑエー１３１） によ っ

　

て創 立 さ れ、 率 い られ る。 ア ブ・ サ ヤ フ （ＱＥ一 ２）、 ジュ マ ・イ ス ラ ミ ー ヤ （ＱＥ－２７） 及 びカ ダ

　

フィ・アブバカル・ジャンジャラニ （死亡） と関係がある。 国連安全保障理事会決議第１８２２号 （２

　

００８年） に基づく見直しは２０１０年５月１３日に終了 した。 同団体に対するイ ンターポール．（国際刑

　

事警察機構）・国連安全保障理事会特別手配書のウェブ・リンク：ｈｔｔｐｓ：／／ｗｗｗ．ｉｎｔｅｒｐｏｌ．ｉｎｔ／ｅｎ

　

／ｎｏｔｉｃｅ／ｓｅａｒｃｈ／ｕｎｅ／５２３５５８３

４

　

名簿記載者公告番号Ｑエー１６５（イブラヒーム・ハッサン・ターリア・アル・アシーリ

　

ＯＢＲＡＨＩＭ Ｈ

ＡｓｓＡＮＴＡＬ工

　

ＡしＡＳＩＲＤ）

（１） 変更前

　　

氏名

　

イ ブラ ヒ ー ム・ハ ッサ ン・ターリ ア・ ア ル・ ア シーリ ＯＢＲＡＨ工ＭＨＡＳＳＡＮ ＴＡＬ工ＡＬ‐ＡＳＩＲＩ）

　　

別名

　

（ａ）イ ブラ ヒ ーム ・ ハ ッサ ン・タ ー リ ・ ア シー リ

　

ｏｂｒａｈｉｍ Ｈａｓｓａｎ

　

Ｔａｌｉ

　

Ａｓｉｒｉ）

　

（ｂ）

　

イ ブ ラヒ ー ム ・ ハ サ ン・タ ーリ ア ・ア シー リ

　

ロｂｒａｈｉｍ Ｈａｓａｎ

　

Ｔａｌｅａ Ａｓｅｅｒｉ）

　

（ｃ）イ ブラ ヒ ー

　　

ム． ハ ッサ ン． ア ル ・ア シーリ・ ｏｂｒａｈｉｍ Ｈａｓｓａｎ

　

ａｌ‐Ａｓｉｒｉ）

　

（ｄ）イ ブラ ヒ ーム ・ハ サ ン・タ ー

　　

リ ・ ア シー リ

　

ロｂｒａｈｉｍ Ｈａｓａｎ Ｔａｌｉ

　

Ａｓｉｒｉ）

　

（ｅ）イ ブラ ヒ ー ム ・ハ ッサ ン・ タ ー リ ・ ア シーリ

　　

ロｂｒａｈｉｍ Ｈａｓｓａｎ Ｔａｌｉ

　

Ａｓｓｉｒｉ）

　

（ｆ）イ ブラヒ ーム ・ ハサ ン・タ ーリ ア・ ア シーリ

　

ロｂｒａｈｉｍ Ｈ

　　

ａｓａｎ Ｔａｌｉ’Ａ

　

’Ａｓｉｒｉ）

　

（ｇ）イ ブラヒ ー ム・ ハ サ ン・タ ーリ ・ア ル ・ア シーリ

　

ｏｂｒａｈｉｍ Ｈａｓａｎ Ｔ

　　

ａｌｉ

　

ａｌノＡｓｉｒｉ）

　

（ｈ）イ ブラヒ ーム・ アル ・ア シーリ

　

ロｂｒａｈｉｍ ａｌ」Ａｓｉｒｉ）

　

（ｉ）イ ブラヒーム

　　

・ハ ッサン・アル・アシーリ

　

ロｂｒａｈｉｍ Ｈａｓｓａｎ ＡＩ

　

Ａｓｉｒｉ）

　

（ｊ）ア ブ・ サ ー レフ （Ａｂｕ ｓａｌｅｈ）

　　　

（ｋ）ア ボ ッサラ ー （Ａｂｏｓｓｌａｈ）

　

（１）ア ブ・ サラ ー フ （Ａｂｕ‐Ｓａｌａａｈ）



　

名簿に記載された年月日

　

２０１１年３月２４日 （２０１４年４月１５日及 び２０１５年 ６月１５日 に改訂）

　

その他参考となるべき事項

　

アラビア半島のアル・カーイダ （ＱＥ－５３） の作戦実施及び爆弾製

造の主要担当者。２０１１年３月よりイエメンに潜伏していると見られる。 サウジアラビアで指名手

配。 ナーセ ル ・ ア ブ ドルカ リー ム ・ ア ブ ドウ ッラ ー ・ アル ・ ワヒー シー （Ｑエー１５４）、 カ ー シム・

モ ハメ ド・ マ フ デイ ・ア ル ・リ ー ミ ー （Ｑエー１６０）、 ア ンワル ・ナ ーセ ル ・ア ブ ドゥツラー． ア ル

　

・ ア ウラ キ （Ｑエー１６１） と連 携 して いる。 サ ウ ジア ラ ビア 国 民 の番 号：１０２８７４５０９７。

（２） 変更後

　

氏名

　

イ ブラヒー ム・ハ ッサ ン・タ ーリ ア ・ アル ・ア シーリ

　

ＯＢＲＡＨ工Ｍ ＨＡＳＳＡＮ ＴＡＬＩ

　

ＡＬ‐ＡＳ工Ｒ工

　

．（ｏｒｉｇｉｎａｌ

　

ｓｃｒｉｐｔ：‘孝一ーご ー 潟））

　

別名

　

（ａ）イ ブラ ヒ ーム・ ハ ツサ ン・ タ ーリ ・ア シー リ

　

ｏｂｒａｈｉｍ Ｈａｓｓａｎ Ｔａｌｉ

　

Ａｓｉｒｉ

　

（軸ドご］‘－，か鼻））

　

（ｂ）イ ブラヒ ー ム ・ハ サ ン．タ ーリ ア ． ア シーリ

　

ｏｂｒａｈｉｍ Ｈａｓａｎ Ｔａｌｅａ Ａｓ

ｅｅｒｉ）

　

（ｃ）イ ブラ ヒ ー ム・ ハ ッサ ン・ ア ル ・ ア シー リ

　

ｏｂｒａｈｉｍ Ｈａｓｓａｎ

　

ａｌ‐Ａｓｉｒｉ）

　

（ｄ）イ ブ

　

ラ ヒ ー ム ・ ハ サ ン・ タ ーリ ・ ア シー リ （ｌｂｒａｈｉｍ Ｈａｓａｎ

　

Ｔａｌｉ Ａｓｉｒｉ）

　

（ｅ）イ ブラ ヒ ー ム ・ ハ ッ

サン・ターリ・アシーリ

　

ロｂｒａｈｉｍ Ｈａｓｓａｎ Ｔａｌｉ

　

Ａｓｓｉｒｉ）

　

（ｆ）イ ブラ ヒ ー ム ・ ハ サ ン・ タ ーリ

　

ア． ア シー リ

　

ロｂｒａｈｉｍ Ｈａｓａｎ Ｔａｌｉ’Ａ

　

’Ａｓｉｒｉ）

　

（ｇ）イ ブラ ヒー ム ・ハ サ ン・タ ー リ ・ア ル・ア

　

シー リ （ｌｂｒａｈｉｍ Ｈａｓａｎ Ｔａｌｉ

　

ａｌ」Ａｓｉｒｉ）

　

（ｈ）イ ブラヒ ーム ・ア ル・ア シーリ

　

ｏｂｒａｈｉｍ ａＩＪ Ａ

ｓｉｒｉ）

　

（ｉ）イ ブラ ヒ ー ム ・ ハ ッサ ン・ ア ル ・ ア シー リ （ｌｂｒａｈｉｍ Ｈａｓｓａｎ ＡＩ

　

Ａｓｉｒｉ）

　

（ｊ）ア ブ

． サ ー レフ （Ａｂｕ

　

ｓａｌｅｈ）

　

（ｋ）ア ボ ッサ ラ ー （Ａｂｏｓｓｌａｈ）

　

（１）ア ブ・ サラ ー フ （Ａｂｕ‐Ｓａｌａａｈ）

名簿に記載された年月日

　

２０１１年３月２４日 （２０１４年４月１５日、２０１５年６月１５日及び２０１８年５月

９ 日に改訂）

　

その他参考となるべき事項

　

アラビア半島のアル・カーイ ダ （ＡＱＡＰ） （ＱＥ－５３） の作戦実施及

び爆弾製造の主要担当者。２０１１年３月時点でイエメンに潜伏しているとみられる。 サウジアラビ

アで指名手配。 ナーセル・アブ ドルカリーム・アブ ドゥツラー・アル・ワヒーシー （死亡）、 カ

ー シム． モ ハメ ド・ マ フ ディ ・ア ル・リ ー ミ ー （Ｑエー１６０）、 ア ンワル・ ナーセ ル ・ア ブ ドゥツフ

ー ． ア ル． ア ウラ キ （Ｑエー１６１） と 関 係 が あ る。 サ ウ ジア ラ ビア 国 民 ｍ番 号 ：１０２８７４５０９７。 同 人

に対するインターポール （国際刑事警察機構）・国連安全保障理事会特別手配書のウェブ・リン

ク ：ｈｔｔｐｓ：／／ｗｗｗ．ｉｎｔｅｒｐｏｌ．ｉｎｔ／ｍ／ｎｏｔｉｃｅ／ｓｅａｒｃｈ／ｕｎ／４４７１８８６


